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SSDDGGss 未未来来都都市市ここおおりりややまま 世世界界かかんんががいい施施設設遺遺産産 https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/ 

2024（令和６）年に郡山市は市制施行 100周年を迎えます!! 

ひらけ 未来へ こおりやま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５月８日から、重症者を減らすことを目的に、高齢者等を対象とした令和５年春開始接種（以下「春

接種」という。）が始まります。 

  春接種の対象外の方（基礎疾患等のない５歳以上 64歳以下の方）の３回目以降の接種は、５月７日

で一旦終了となります。手元に未使用の接種券が残っていても５月８日以降の接種はできませんので

ご注意ください。 

なお、春接種の対象ではない方の次回接種は今年の９月以降を予定しています。 

  

１ 接 種 期 間  ５月８日（月）から８月 31日（木）まで 

２ 接 種 対 象 者 （１）65歳以上の高齢者  

（２）５歳以上 65歳未満の市民の方で、「基礎疾患等を有する方」 

            ※「基礎疾患等を有する方」の詳細は別紙のとおり 

（３）65歳未満の「医療従事者等」及び「高齢者施設等の従事者」 

３ 接種券について 

  対象者の接種状況により、使用する接種券が異なりますので、下表をご確認ください。 

対象者
オミクロン株対応

２価ワクチン
使用する接種券

接種済
前回の接種日に応じて発送。(申請不要)

届いた接種券を使用。
※転入者は、再発行申請が必要。

未接種
手元にある未使用の接種券を使用。
※接種券を紛失した方及び転入者は、再発行申請が必要。

接種済
接種券発行申請が必要。

申請後、届いた接種券を使用。

未接種
手元にある未使用の接種券を使用。
※接種券を紛失した方及び転入者は、再発行申請が必要。

・65歳以上の高齢者

・基礎疾患有

(以前の接種時に申請済

or精神障害者福祉手帳等

　を所持)

・基礎疾患有(新規申請)

・医療従事者等

・高齢者施設及び障がい

　者施設等の従事者

 

 

※ 再発行申請等の手続きについては市ウェブサイトにて御確認ください。

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/coronawakuchin/70006.html   

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種  

 

5月 8日から令和５年春開始接種を開始します 

2 0 2 3 年 ５ 月 ２ 日 

郡山市新型コロナウイルス

ワクチン接種プロジェクトチーム 

室長 堀田 操 

TEL：924－2222 

 

 

ターゲット 3．3 

SDGｓ ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/coronawakuchin/70006.html


 

（別紙）「基礎疾患等を有する方」 

〇18歳以上の場合 

1. 以下の病気や状態で、通院または入院している方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基準（BMI 30 以上）を満たす肥満の方 

3. 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方 

 

〇１８歳未満の場合 

１．以下の病気や状態で、通院または入院している方 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方 

 

 

 

・慢性の呼吸器の病気 

・慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

・慢性の腎臓病 

・慢性の肝臓病（肝硬変等） 

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。） 

・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

・染色体異常 

・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又

は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所

持している場合） 

 

 

 

・慢性呼吸器疾患 

・慢性心疾患 

・慢性腎疾患 

・神経疾患・神経筋疾患 

・血液疾患 

・糖尿病・代謝性疾患 

・悪性腫瘍 

・関節リウマチ・膠原病 

・内分泌疾患 

・消化器疾患・肝疾患等 

・先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態 

・その他の小児領域の疾患（高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害） 


